
Ⅲ 推進計画 

推進計画では、基本構想で掲げるビジョンや政策方針のもと、まちづくりの方向性、重

点的に推進するテーマや施策等を示します。 

１ まちづくりの方向性 

まちづくりの方向性は、基本構想の政策方針に位置付けた「まちづくりの柱」に基づい

て 10年後に目指すまちの姿を定めています。 

２ 重点テーマ、重点施策 

重点テーマは、本市の現状や課題、市民ニーズ等を総合的に勘案し、緊急かつ重点的に

取り組むテーマや課題を設定したものです。 

また、重点テーマに基づき推進する施策を重点施策として位置付けています。

３ 計画推進に向けた取組方針 

今後も厳しい財政状況が継続することが見込まれる中、社会状況の変化に応じて発生す

る新たな行政課題や、多様化・複雑化する市民ニーズに対応していくことが求められてい

ます。限られた資源で最大の効果を生み出すため、選択と集中の考えのもと、行財政改革

を進め、効果的・効率的な市政運営に取り組みます。 

また、各事業の推進にあたっては、ICTを積極的に活用することにより、市民サービスの

提供の迅速化、利便性の向上を図ります。 

４ 計画期間 

推進計画は、社会状況の変化等を考慮して３～４年ごとに見直します。

2018年度 ～ 2020年度   2021年度 ～ 2024年度  2025年度 ～ 2027年度 

第１期 

見直し 見直し 

第２期 第３期 
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５ 第２期推進計画への見直しにあたって 
 

2021 年度から 2024 年度までの４年間を計画期間とする第２期推進計画の策定にあたっ

ては、第１期推進計画策定時からの社会状況の変化や SDGs（持続可能な開発目標）の観点

に力点を置くとともに、市民ニーズや各取組の進捗状況などを踏まえ、施策の方向性や重

点事業等に見直しを講じています。 

 今後も、社会状況の変化や市民ニーズを的確に捉え、適宜取組を見直すなど、柔軟に対

応していくことで計画の実効性を高め、将来都市像『新しい価値の創造都市・前橋』の実

現を目指します。 

≪見直しイメージ≫ 

 

 

 

 

 

 

 

◆社会状況の変化への対応 

総合計画の策定から３年が経過した現在、新型コロナウイルス感染症の発生をはじめ、

社会状況は目まぐるしいスピードで変化しています。 

そこで、今回の改訂では主に、「新型コロナウイルス感染症」、「社会・経済のデジタル

化」、「外国人住民の増加」、そして、「行財政運営の最適化」という４つの視点を踏まえ

て見直しを行いました。 

また、昨今の頻発・激甚化する自然災害に対応するため、総合的かつ計画的に強靱な地

域づくりを進める「前橋市国土強靱化地域計画」を 2020 年 12 月に策定しました。本市で

は、国土強靱化地域計画を総合計画と並列の計画として位置付け、各個別計画の指針とし

ての役割を相互に補完することとしています。 
 

①新型コロナウイルス感染症 

新型コロナウイルス感染症対策においては、国の交付金等を活用し、また、国・県の関

連施策とのすみわけ等を考慮しながら、迅速かつ柔軟に対応してきました。 

「With コロナ」や「After コロナ」など中長期的に対応していく必要がある取組につ

いては、第２期推進計画で新たに位置付けを行うとともに、刻々と変化する状況の中で、

総合計画や各分野の個別計画に位置付けがない取組であっても、状況に応じて、引き続

き柔軟に対応を進めていきます。 

 

 

 

重点施策[19] 

重点事業[53] 

重点施策[19] 

重点事業[51] 
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②社会・経済のデジタル化   

 2021 年から「GIGA スクール構想※1」に基づく教育が本格化し、一人一台の学習用端末

を児童生徒が活用し、子どもたちの個別最適な学びが始まります。 

また、新型コロナウイルス感染症の影響により、従来の働き方の見直しが行われ、テレ

ワークやサテライトオフィスを導入する企業が増加、国によるデジタル庁（仮称）創設や

スーパーシティ推進など、社会・経済のデジタル化が急速に加速しています。 

こうした時代の流れを的確に捉え、2021 年 3 月に策定したデジタル化に関する個別計

画である「前橋市 DX推進計画」との関連性を意識しながら、効果的に事業を進める必要

があります。 
 

③外国人住民の増加 

 本市在住の外国人住民は増加傾向にあります。2020 年 10 月末の市内の外国人雇用事

業所数及び外国人労働者数は 666事業所、10,439人であり、2014年に比べ、事業所数は

約 2.4倍、外国人労働者数は約 5.5倍となっています。 

こうしたことから、日本人住民と外国人住民が多様な価値観を認め合いながら、共生

できる環境の整備を進めることで、外国人材の定着や活躍を促進していきます。 
 

④行財政運営の最適化 

 新型コロナウイルス感染症による影響をはじめとした社会状況等の変化に確実に対応

しつつ、効率的で効果的な市政運営を実現するためには、持続可能な財政運営を確保す

ることが不可欠です。このため、公共施設の維持管理を含めて、既存事業の必要な見直し

を行っていく必要があります。 
 

＜見直しの視点と対応する主な取組等＞ 

№ 
見直しの視点 

(社会状況の変化等) 
主な取組 

主に関連する 

まちづくりの方向性 

１ 新型コロナウイルス感染症 
・感染症対策の推進 

・市内産業の基盤強化 

第３章 生涯活躍のまちづくり 

第４章 活気あふれるまちづくり 

２ 社会・経済のデジタル化 

・GIGAスクール構想 

・テレワーク、 

サテライトオフィス※2誘致 

・新モビリティサービス※3の推進 

第１章 人をはぐくむまちづくり 

第４章 活気あふれるまちづくり 

 

第６章 持続可能なまちづくり 

３ 外国人住民の増加 ・多文化共生社会の推進 第５章 魅力あふれるまちづくり 

４ 行財政運営の最適化 ・ファシリティマネジメント※4 第６章 持続可能なまちづくり 

※１ GIGAスクール構想･････････Global and Innovation Gateway for ALL の略で、児童生徒への一人一台の        

端末と高速大容量の通信ネットワークの整備を一体的に進める国の政策 

※２ サテライトオフィス････････企業または団体の本拠から離れた所に設置されたオフィス 

※３ 新モビリティサービス･･････自動運転など情報通信技術を活用した新たな交通サービス 

※４ ファシリティマネジメント…土地、建物等について、その供給、品質、財務の最適化を図り、効率的 

かつ効果的に活用していくための総合的な施設の管理手法 
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６ 推進計画の構成 

 

 

第１章 人をはぐくむまちづくり（教育・人づくり） 

ふるさとを愛し、多様性を尊重する心豊かな人間性を育むとともに、あらゆる世代が共

に学び、支え合えるまちを目指します。 

重点テーマ 主体性・社会性の育成 

重点施策 ①個性を伸ばし、主体性を育む人づくり 

②学び合い、高め合う人づくり 

③ふるさとを愛し、未来へ繋げる人づくり 

 

 

第２章 希望をかなえるまちづくり（結婚・出産・子育て） 

結婚や出産の希望を叶えられ、子育てを楽しむことができるまちを目指します。 

重点テーマ 結婚・出産・子育ての希望実現 

重点施策 ①結婚や出産に対する支援の充実 

②子育て支援の推進 

③子育てと仕事の両立支援 

 

 

第３章 生涯活躍のまちづくり（健康・福祉） 

充実した医療福祉環境のもと、生涯を通した心や体の健康づくりを推進するとともに、

誰もが自分らしく生きがいを持ち、共に支え合いながら活躍できるまちを目指します。 

重点テーマ 生涯にわたる健康の維持 

重点施策 ①地域包括ケアの推進 

②健康づくりと介護予防の推進 
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第４章 活気あふれるまちづくり（産業振興） 

既にあるしごとの魅力を高めるとともに、新たなしごとを創出し、市民それぞれが個性

を活かして活躍できるビジネスチャンスにあふれたまちを目指します。 

重点テーマ 地域産業の新たな展開 

重点施策 ①地域産業の基盤強化・活性化 

②働く意欲と機会の創出 

③魅力ある農林業への転換 

 

 

第５章 魅力あふれるまちづくり（シティプロモーション） 

地域の魅力を創造・発信し、誰もが訪れ、住み続けたくなるまちを目指します。 

重点テーマ 前橋らしさの創出 

重点施策 ①地域資源を活かした新たな観光振興 

②移住・定住促進 

③市民主体の魅力づくりの推進 

④魅力的なまちづくりの推進 

 

 

第６章 持続可能なまちづくり（都市基盤） 

人口減少・少子高齢社会に対応した都市基盤の構築を推進し、将来にわたり安全で、安

心して暮らせるまちを目指します。 

重点テーマ 都市機能の充実と安全・安心の確保 

重点施策 ①都市機能の集約と拠点性の向上 

②交通ネットワークの充実 

③環境配慮型社会の形成 

④安全・安心なまちづくりの推進 
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第七次前橋市総合計画「第２期推進計画」の全体像（体系図）

４ 安全・安心なまちづくりの推進

３ 環境配慮型社会の形成

【10年後に目指す姿】

　人口減少・少子高齢社会に対応した都市基盤の構築を

　推進し、将来にわたり安全で、安心して暮らせるまち

　を目指します。

第６章　持続可能なまちづくり

（都市基盤）

都市機能の充実と

安全・安心の確保

１ 都市機能の集約と拠点性の向上

２ 交通ネットワークの充実

３ 市民主体の魅力づくりの推進

【10年後に目指す姿】

　地域の魅力を創造・発信し、誰もが訪れ、住み続け

　たくなるまちを目指します。

２ 移住・定住促進

４ 魅力的なまちづくりの推進

第５章　魅力あふれるまちづくり

（シティプロモーション）

前橋らしさの創出

１ 地域資源を活かした新たな観光振興

３ 魅力ある農林業への転換

【10年後に目指す姿】

　既にあるしごとの魅力を高めるとともに、新たな

　しごとを創出し、市民それぞれが個性を活かして

　活躍できるビジネスチャンスにあふれたまちを

　目指します。

第４章　活気あふれるまちづくり

（産業振興）

地域産業の新たな展開

１ 地域産業の基盤強化・活性化

２ 働く意欲と機会の創出

２ 健康づくりと介護予防の推進

【10年後に目指す姿】

　充実した医療福祉環境のもと、生涯を通した心や体の健康

　づくりを推進するとともに、誰もが自分らしく生きがいを

　持ち、共に支え合いながら活躍できるまちを目指します。

第３章　生涯活躍のまちづくり

（健康・福祉）

生涯にわたる

健康の維持

１ 地域包括ケアの推進

２ 子育て支援の推進

第２章　希望をかなえるまちづくり

（結婚・出産・子育て）
　 結婚・出産・子育て

の希望実現

１ 結婚や出産に対する支援の充実

【10年後に目指す姿】

　結婚や出産の希望を叶えられ、子育てを楽しむことが

　できるまちを目指します。 ３ 子育てと仕事の両立支援

３ ふるさとを愛し、未来へ繋げる人づくり

２ 学び合い、高め合う人づくり

まちづくりの方向性（まちづくりの柱） 重点テーマ 重点施策

【10年後に目指す姿】

　ふるさとを愛し、多様性を尊重する心豊かな人間性を

　育むとともに、あらゆる世代が共に学び、支え合える

　まちを目指します。

第１章　人をはぐくむまちづくり

（教育・人づくり）

主体性・社会性の育成

１ 個性を伸ばし、主体性を育む人づくり
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消防救急体制の充実・強化を促進します 51 消防救急体制の充実・強化

（１）リスク（危険）を正しく理解し、備えることで万が一の場合も被害を最小にします 49 地域防災力の向上

（２）災害に強い上下水道システムの構築を推進します 50 災害に強い上下水道システムの構築

（３）

自転車のまち前橋の推進

（３）幹線道路のネットワークを向上させ交通網を活性化します 46 安全・安心で円滑な道路環境整備の推進

（１）温室効果ガスの削減に向けた取組を推進します 47 温室効果ガスの削減推進

（２）廃棄物の発生抑制や適正処理により、環境負荷を低減します 48 ごみ減量化と安定処理の推進

都市基盤整備の推進と都市機能施設の誘導

（３）市有資産の適切な維持保全と財政負担の軽減を両立し、市民が必要とする行政サービスの維持･向上を図りながら、持続可能な行政運営を目指します 43 ファシリティマネジメントの推進

（１）公共交通の利便性を向上します 44 公共交通の利便性向上

（１）今後の社会情勢を考慮し、地域の特性に応じた土地利用を推進します 41 合理的な土地利用の推進

（２）まちの拠点において都市基盤を整備し都市機能を集約した利便性の高いまちをつくります 42

（２）自転車を気軽に利用して、安全に移動できるまちを実現します 45

39 中心市街地再開発の推進

（３）景観に配慮し、広瀬川河畔を人が集える空間として再生します 40 広瀬川を活かしたまちづくりの推進

（１）多様な主体が当事者意識を持って連携し、魅力づくりを推進します 36 民間との連携推進

（２）

（１）地域が主体となり本市の魅力を伝え、個々の希望に寄り添うきめ細かな移住・定住支援を展開します 33 移住・定住の促進

（２）若者が市内に定着するきっかけを創出します 34 若者の定着促進

前橋が持つ魅力や個性を発掘、磨き上げ、各主体が連携し、横断的な情報発信をすることで、イメージ向上に繋げます 37 魅力発信の充実・推進

（１）官民連携のまちづくりにより、まちなかの魅力を高めます 38 まちなかの魅力向上

（３）外国人住民への理解を促進し、誰もが自分らしく活躍できる地域社会の実現を目指します 35 外国人への理解促進・共生推進

（２）多様な世代が住みやすく、にぎわいと活気のあるまちを目指します

31 歴史・文化・芸術の活用

（３）スポーツ振興を図るとともに、更なる観光や経済の活性化を目指します 32 スポーツイベントの開催・充実と大会支援の推進

選ばれる商品としての前橋産農畜産物の魅力を高めます 29 実効性の高い販売戦略の展開

女性が活躍しやすい環境づくり

（３）意欲の高い人材が起業しやすい環境をつくります 26 包括的な起業支援

（１）赤城山の観光資源を磨き上げ、また新たな魅力を発掘し、発信します 30 赤城山ツーリズム・スローシティの推進

（１）次世代の農業の担い手を確保・育成します 27 地域農業の担い手の確保・育成

（２）時代の変化に対応した農林業経営を推進します 28 儲かる農業の実現

（３）

（２）前橋固有の歴史文化遺産と文化芸術拠点の活用により、関係人口の増加を目指します

新産業の創出と新市場の開拓

（３）前橋が有する優位性を活かした企業の誘致を推進します 23 企業立地の推進

（１）前橋の産業を支える人材を確保・育成します 24 人材確保・育成支援

（１）事業者の事業継続を支援します 21 市内事業者の事業継続支援

（２）事業者の新たな挑戦を応援します 22

（２）女性の活躍を推進し、多様で柔軟な働き方ができる環境を整備します 25

16

（２）行政と医療が連携し、市民とともに感染症対策を推進します 19 感染症対策の推進

（３）介護予防活動の推進と支え合うための人づくり、ネットワークづくりを推進します 20 介護予防と高齢社会を支える人づくりの推進

就学前の子どもの預け先の確保

（２）子どもが安心して過ごすことができる居場所をつくります 14 放課後の子どもの居場所づくり

前橋版生涯活躍のまちの推進

（３）障害のある人もない人も共に生きる地域社会を目指し、自立と社会参加を支援します 17 障害者の活躍促進

（１）生涯にわたる心身の健康づくりにより、誰もが生きやすいまちをつくります 18 心身の健康づくり事業の推進

（１）保健・医療・介護・地域の連携を強化します 15 地域包括ケアシステムの推進

（２）医療・介護・住居・生きがい創出等の機能を集積し、地域において多世代が交流できる拠点を整備します

結婚の希望が実現できる環境づくり

（２）子どもを持ちたいという希望を実現できるまちをつくります 10 妊娠・出産への支援

（１）子育てに関する悩みや不安を解消するための支援を推進します 11 子育て世代への包括的な支援

地域の施設を活用した子育て支援

（１）結婚を望む人誰もが結婚できる環境をつくります 9

（２）子育て世代が交流できる環境づくりを進めます 12

（１）保育を必要とする児童の受入先を整備します 13

（１）地域の文化や豊かな自然に触れて学ぶ機会を確保します 7 地域の文化や自然を活かした体験活動の推進

（２）文化財等に親しみ、郷土への愛着の心を未来へ繋げていきます 8 文化財の維持管理・活用促進

すべての子どもが自分の力を伸ばすことができる教育環境を提供します 2

（２）豊かな地域活動を通じて社会性を育みます 5 地域活動を通じた社会性の育成

（３）一人ひとりの知識や経験を地域づくりに繋げる機会を提供します 6 地域で活躍する人材の育成と社会教育の充実

施策の方向性 № 重点事業

個に応じた教育の推進

（３）図書館の機能を充実し、市民の主体的な学びの場を提供します 3 図書館の機能充実

（１）人間性を高める学校・園づくりを推進します 4 人間性を高める学校・園づくりの推進

（１）一人ひとりが学ぶ喜びを実感できる学校教育を展開します 1 一人ひとりの学びの推進

（２）
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７ SDGsの推進～持続可能な社会を目指して～ 

 

 SDGs（持続可能な開発目標）は、2015年９月の国連サミットで採択された「持続可能な

開発のための 2030アジェンダ」に記載された 2016年から 2030年までの国際目標です。持

続可能な世界を実現するための 17のゴール・169のターゲットから構成され、“地球上の

誰一人として取り残さない”ことを誓っています。 

人口減少と少子高齢化社会の進展により、社会全体の活力低下が懸念される中、本市に

おいても、市民に身近な地域行政として、持続可能な地域社会づくりを進めることで SDGs

を推進しています。 

これは「第七次前橋市総合計画」の策定趣旨に通じるものであることから、総合計画を

着実に推進することで、本市における SDGs 達成に向けた取組を推進させ、SDGs の理念に

沿った、経済・社会・環境の３側面における新しい価値の創造を通して 17の持続可能な開

発目標を実現させていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参照）持続可能な開発のための 2030アジェンダ（国際連合広報センター） 
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【参考】SDGs（持続可能な開発目標）の詳細 

目標１ 貧困 あらゆる場所のあらゆる形態の貧困を終わらせる。 

目標２ 飢餓 飢餓を終わらせ、食料安全保障及び栄養改善を実現し、持続

可能な農業を促進する。 

目標３ 保健 あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉

を促進する。 

目標４ 教育 すべての人に包摂的かつ公正な質の高い教育を確保し、生涯

学習の機会を促進する。 

目標５ ジェンダー ジェンダー平等を達成し、すべての女性及び女児の能力強化

を行う。 

目標６ 水・衛生 すべての人々の水と衛生の利用可能性と持続可能な管理を確

保する。 

目標７ エネルギー すべての人々の、安価かつ信頼できる持続可能な近代的エネ

ルギーへのアクセスを確保する。

目標８ 経済成長と雇用 包摂的かつ持続可能な経済成長及びすべての人々の完全かつ

生産的な雇用と働きがいのある人間らしい雇用を促進する。 

目標９ インフラ、産業化、

イノベーション

強靱なインフラ構築、包摂的かつ持続可能な産業化の促進及

びイノベーションの推進を図る。 

目標 10 不平等 各国内及び各国間の不平等を是正する。 

目標 11 持続可能な都市 包摂的で安全かつ強靱で持続可能な都市及び人間居住を実現

する。 

目標 12 持続可能な生産と消費 持続可能な生産消費形態を確保する。 

目標 13 気候変動 気候変動及びその影響を軽減するための緊急対策を講じる。 

目標 14 海洋資源 持続可能な開発のために海洋・海洋資源を保全し、持続可能

な形で利用する。 

目標 15 陸上資源 陸域生態系の保護、回復、持続可能な利用の推進、持続可能

な森林の経営、砂漠化への対処ならびに土地の劣化の阻止・

回復及び生物多様性の損失を阻止する。 

目標 16 平和 持続可能な開発のための平和で包摂的な社会を促進し、すべ

ての人々に司法へのアクセスを提供し、あらゆるレベルにお

いて効果的で説明責任のある包摂的な制度を構築する。 

目標 17 実施手段 持続可能な開発のための実施手段を強化し、グローバル・パ

ートナーシップを活性化する。 
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第七次前橋市総合計画・第２期推進計画とSDGsの主な関連表

SDGsの17のゴール　 １ ２ ３ ４ ５

　重点テーマに基づき推進する施策
貧困 飢餓 保健 教育

ジェン
ダー

章 No. 重点施策

1 個性を伸ばし、主体性を育む人づくり ●

2 学び合い、高め合う人づくり ●

3 ふるさとを愛し、 未来へ繋げる人づくり ●

1 結婚や出産に対する支援の充実 ● ●

2 子育て支援の推進 ● ● ●

3 子育てと仕事の両立支援 ● ● ●

1 地域包括ケアの推進 ● ● ●

2 健康づくりと介護予防の推進 ● ● ●

1 地域経済の基盤強化・活性化 ●

2 働く意欲と機会の創出 ● ● ●

3 魅力ある農林業への転換 ● ● ●

1 地域資源を活かした新たな観光振興 ● ●

2 移住・定住促進 ●

3 市民主体の魅力づくりの推進

4 魅力的なまちづくりの推進 ●

1 都市機能の集約と拠点性の向上 ●

2 交通ネットワークの充実 ●

3 環境配慮型社会の形成

4 安全・安心なまちづくりの推進 ●

６章

１章

２章

３章

４章

５章

※重点施策とSDGsの17のゴールの関連については、169のターゲットを参考にし、
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６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １３ １４ １５ １６ １７

水・衛生
エネル
ギー

経済成長
と雇用

インフラ、
産業化、
イノベー
ション

不平等
持続可能
な都市

持続可能
な生産と

消費
気候変動 海洋資源 陸上資源 平和 実施手段

● ●

● ●

● ● ●

● ● ●

●

● ● ● ●

● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

● ●

● ● ● ●

● ● ●

● ● ●

● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ●

ターゲットと関係する主な取組を掲げています。
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８ 重点施策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・推進計画の計画終了

年度までにどのようなこ

とを目指すのかというこ

とを記載してあります。 

・右側のページの「施策

の方向性」に概ね対応し

ています。 

・重点施策に関連する前

橋市の実態や前橋市を

取り巻く環境を記載して

います。 

・下の箇条書き部分をま

とめて表現した施策の目

標です。 

・下の箇条書き部分をとり

まとめて、市として何をし

ていく必要があるのか（課

題）を記載しています。 

・重点施策の現状を表す

データを掲載しています。 

・推進計画の計画終了年

度までに目指す目標で

す。

・左から、まちづくりの方

向性→まちづくりの柱→

重点テーマの順に記載

しています。 

・重点施策と関連性の高

い SDGｓのゴールを掲

載しています。 

・重点施策名です。
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 重点施策の見方 

 

 

 

 

 

 

・重点施策に関連する 

個別計画です。 

・施策の取組内容を端

的に記載しています。 

・目標の達成や課題解

決に向けた具体的な

取組を表しています。 

・第２期推進計画にお

いて目標となる指標で

す。 

・現状値については、

指標を確認できる直

近の年度を記載して

います。 

・市民、企業・団体に

期待する役割と、前橋

市が担うべき役割を

記載しています。 

・現状値については、

指標を確認できる直

近の年度を記載して

います。 
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